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第４５回宇都宮市都市計画審議会議事録 
 

平成 22 年 2 月 5 日（木） 

午前 10：00～ 
14Ａ会議室 

 

 

出席委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

欠席委員 

 

 

出席幹事 

 

 

 

事務局 

 

 

 

1 号委員 

一木明委員，小堀志津子委員，青木格次委員，小野口睦子委員， 

森本章倫委員，藤井昌一委員，森賢一郎委員  

 

2 号委員 

木村由美子委員，五月女伸夫委員，塚原毅繁委員，黒後久委員  

 

3 号委員 

粂川元一委員（代理：高橋剛），本田進委員， 

中沢豊委員（代理：塚野重徳） 

 

臨時委員 

千保喜久夫委員，中村祐司委員 

                     （計 16 名） 

加藤一克委員 

                     （計１名） 

栗田健一幹事，森岡正行幹事，田辺義博幹事，赤石澤亮幹事， 

青柳久幹事，伊沢昌之幹事，宇梶嘉修幹事 

（計７名） 

 

高橋功書記，松野昇一書記，高橋裕司書記 

（計３名） 
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森本議長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本 日は ， お 忙し い 中 ご出 席 い ただ き ま して ， ま こと に あ り

がとうございます。それでは，「第４５回宇都宮市都市計画審

議会」を開会いたします。  

開 会に 先 立 ちま し て ，本 日 の 会議 資 料 につ い て 確認 さ せ て

いただき ます。資 料につき ましては ，事前に お届けし てお り

ます「第４５回審議会会議次第」，資料１「地域別構想（素案）」，

参考資料１「地域別構想（素案）の概要」でございます。 

また，本日お席に配布してございますのは，参考資料２「全

体構想（案）」，参考資料３「全体構想（案）の概要」，参考資

料４「ネットワーク型コンパクトシティの図面」，でございま

す。不足 している 資料があ りました ら，事務 局の方に お知 ら

せ下さい。 

よろしいでしょうか。 

それでは，定刻となりましたので，「第４５回宇都宮市都市

計画審議会」を開会いたします。 

それでは森本会長，進行をよろしくお願いいたします。 

 

それでは只今より，「第４５回宇都宮市都市計画審議会」を

開会いた します。 開会にあ たりまし て，一言 ご挨拶申 し上 げ

ます。 

前回，「第４４回宇都宮市都市計画審議会」を開催いたしま

して皆様 と都市計 画マスタ ープラン 地域別構 想につい て議 論

してまい りました 。前回い ただいた 貴重なご 意見では ，特 に

ネットワ ーク型コ ンパクト シティを 力強く進 めていく ため に

地域別構 想がどう あるべき という点 について 熱心にご 議論 し

ていただ きました 。今回は そのご議 論を踏ま えまして 事務 局

の方でた たき台を 作ってき ておりま す。活発 なご審議 をい た

だいてそ の結果こ れをパブ リックコ メントに かけてい きた い

と思って おります ので，出 来るだけ スムーズ な議事進 行が 出

来るようにご協力お願いいたします。 

さっそく議事の方を進めていきたいと思います。それでは，

本会の成立について，事務局からのご報告お願いいたします。
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森本議長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日の 会 議です が ，現在 出 席委員 は １６名 で ござい ま す。

これは， 当審議会 条例第６ 条にござ います「 審議会は 委員 の

過半数を もって開 催する」 旨を満た しており ますので ，会 議

の成立をご報告いたします。 

また，傍聴者は２名でございます。  

 

事務局より，会議の成立について報告がありました。  

それで は ，皆様 の 様々な 見 地から ご 意見を い ただき ， 効率

的に会議 を進めて いきたい と思いま すので， よろしく お願 い

いたします。 

会議の次第に従い会議を進めてまいります。  

まず， 当 審議会 条 例の施 行 規則第 ３ 条に基 づ きまし て ，本

日の会議 の議事録 署名委員 といたし まして， 小堀志津 子委 員

と中村祐 司委員の 両名を指 名いたし ます。よ ろしくお 願い い

たします。 

それでは，議事に入ります。 

まず， 審 議の公 開 につい て の確認 で すが， 本 審議は 公 開と

いたしま す。傍聴 の方は， お手元の 傍聴要領 をお守り いた だ

きますよう，よろしくお願いいたします。 

今回の議題につきましては，平成２０年９月１９日付， 宮

都第３４２号にて，市長から諮問がなされております。 

内容に つ きまし て は，議 案 第１号 「 都市計 画 に関す る 基本

的な方針」といたしまして，「第２次宇都宮都市計画マスター

プラン」について，継続の審議でございます。 

本議案 に つきま し ては， 第 ４４回 の 審議会 で 行われ ま した

「地域別 構想」の 継続審議 となって おります 。本日審 議し た

ものを基 にパブリ ックコメ ントにか けたいと 思ってお りま す

ので，よろしくお願いいたします。  

それでは，次第に基づき，議事を進めてまいります。  

議案第１号「都市計画に関する基本的な方針」「第２次宇都

宮市都市 計画マス タープラ ン」につ いて，事 務局より 説明 を

お願いいたします。 
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議案第 １ 号「都 市 計画に 関 する基 本 的方針 」 である 「 第２

次宇都宮市都市計画マスタープラン地域別構想（素案）」につ

きましてご説明いたします。 

「地域別構想（素案）」につきましては，１２月２４日開催

の第４４ 回の審議 会におき まして， ５地域の 整備イメ ージ や

各分野別 の方針な ど内容の ご説明を いたしま して，そ の大 筋

についてはご了解をいただいたところです。  

ご審議 の なかで ， 資料の 修 正を要 す るもの ， また， 補 足資

料でのご 説明を要 するもの が一部あ りました ので，そ れら に

ついてのご説明からさせていただきます。 

まず，資料１「地域別構想（素案）」の２５ページをお開き

下さい。  

北東部地域の「１．現状と課題」の１行目についてですが，

前回の資料では，「本地域は，農地・山林が大部分」という表

現をして おりまし たが，当 地域には ，自然以 外にも優 良な 市

街地が存 在するこ とから， それらを 踏まえた 表現に修 正す べ

きとのご意見を受け，「農地・山林が多く」と修正させていた

だきました。 

また， ３ ページ の １行目 に なりま す が，北 西 部地域 に おき

ましても ，同様の 記載があ りました ので，同 じく修正 をい た

しております。 

次に，「地域の拠点間の連携，ネットワークがより分かりや

すくなる よう配慮 が必要」 とのご意 見をいた だき，こ れに つ

きましても，資料の修正を行いました。 

資料１の２ページの右上の図をご覧ください。 

北 西 部 地 域 に お け る 本 地 域 に お け る 大 谷 公 園 周 辺 の 「 観

光・交流拠点」，インターチェンジ周辺の「産業・流通準拠点」

がございますが，これらと他地域の拠点との連携を示すため，

国道２９ ３号線な どにより 北東部地 域，上河 内の地域 交流 拠

点や大谷 街道によ る中心市 街地，都 心拠点ま た，宇都 宮環 状

道路など を介して 南部の地 域交流拠 点とのネ ットワー クに つ

いての図 示を追加 いたしま した。そ の他の地 域の図面 にお き

ましても ，拠点か ら隣接地 域の拠点 へのネッ トワーク につ い

て表現を加え，分かりやすくしていきたいと考えております。
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また， こ の他の ご 意見と い たしま し て，ネ ッ トワー ク 型コ

ンパクト シティに ついて分 かりやす いものを というご 意見 を

踏まえ，補足的にご説明できるような図を参考資料４として，

本日お席に用意しております。 

簡単な ご 説明と さ せてい た だきま す が，基 本 的には ， １枚

目の全体 構想にお いてまと めており ます将来 都市構造 がネ ッ

トワーク 型コンパ クトシテ ィの構造 の基本で あると考 えて お

ります。 ２枚目で は，拠点 などにお ける機能 や密度の 集約 の

イメージ について ，また， ３枚目で は，拠点 間のネッ トワ ー

クについ て補足の 資料とし てご参照 いただき ますよう お願 い

いたします。 

以上，「 地域別構 想（素案 ）」につ きまして ，前回の 審議 会

で の ご 意 見 の 対 応 に つ い て ご 説 明 を さ せ て い た だ き ，「 地 域

別構想（素案）」のご説明を終わります。 

次に，本日の資料の新たな部分として，「全体構想」，「地域

別構想」 の締めく くりとな る今後の 都市づく りの姿勢 や， コ

ンパクト シティへ 向けた実 現方策な どをまと めた「ま ちづ く

りと今後の展開」についてお諮りいたします。 

資料１の２９，３０ページをご覧ください。  

まず，「１．まちづくりの基本的な進め方」についてです。

（１） 市 民協働 に よるま ち づくり で は，１ 点 目とし て ，こ

れからの 都市計画 は，パブ リックコ メントや ワークシ ョッ プ

など市民 参加によ り策定す る『第２ 次宇都宮 市都市計 画マ ス

タープラ ン』を基 本方針と して推進 すること 。また， ２点 目

として， 都市計画 マスター プランや 都市計画 制度の周 知を 図

るため， さまざま な手法に よる情報 提供や出 前講座の 開催 な

どを行う こと。ま た，３点 目として ，素案の 構想段階 から 説

明会や公 聴会など 市民の意 見を反映 し，市民 協働のま ちづ く

りに努めることです。 

（２） 庁 内体制 の 充実と 関 係機関 と の連携 で は，１ 点 目と

して，総 合的なま ちづくり を推進す るため， 関連する 部門 と

の連携や 調整を図 りながら ，横断的 に計画策 定や事業 実施 を

推進する こと。ま た，２点 目として ，公共交 通の充実 など 広

域的に取 り組む必 要がある 施策につ いては， 県や周辺 市町 と
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の連携・調整を図りながら展開すること。 

（３） 都 市計画 マ スター プ ランの 進 行管理 と 見直し で は，

１点目と して，定 期的にま ちづくり の進行状 況を把握 する と

ともに，都市計画審議会のご意見や行政評価制度等を活用し，

効率的・ 効果的な まちづく りの推進 に努める こと。ま た， ２

点目とし て，社会 経済の変 化など， 都市計画 マスター プラ ン

の内容に 見直しの 必要が生 じた場合 には，柔 軟に都市 計画 マ

スタープ ランの見 直しを行 うことな どの今後 の都市計 画の 策

定などに 向けての 姿勢や， 都市計画 審議会で のご審議 ・ご 意

見をいた だきなが らのまち づくりの 進行管理 について 記載 を

しております。 

次に， ３ ０ペー ジ の「２ ． ネット ワ ーク型 コ ンパク ト シテ

ィの実現方策」ですが，「拠点の機能強化」，「交通ネットワー

クの充実 」などの ネットワ ーク型コ ンパクト シティの 実現 の

ための取り組みについて整理したしました。  

（１） 都 市計画 に おける 諸 制度の 積 極的な 活 用では ， １点

目として ，一体的 な都市づ くりを推 進するに あたって ，都 市

計画区域 の見直し を行うこ と。これ は，上河 内地域の 「線 引

き」の実 施を指し ておりま す。また ，２点目 として， 拠点 へ

の都市機能の集積，あるいは良好な居住環境の形成に向けて，

用途地域 の見直し などの様 々な都市 計画制度 を積極的 に活 用

すること。また，３点目として，市街化調整区域については，

その基本 的性格を 踏まえな がら，開 発許可制 度などの 適正 な

運用を図るということです。 

（２） 骨 格的な 都 市施設 整 備や市 街 地整備 の 推進で は ，１

点目とし て，ネッ トワーク 型コンパ クトシテ ィを形成 する 上

で重要度 の高い事 業を重点 的に推進 すること 。また， ２点 目

としては ，未着手 の都市計 画道路等 の都市施 設につい ては ，

ネットワ ーク型コ ンパクト シティ実 現の観点 から見直 しを 検

討することです。  

（３）人口誘導と公共交通の活性化の推進方策の展開では，

１点目と して，地 域特性に 応じた人 口の適正 な配置を 誘導 す

るため， 中心市街 地での居 住促進策 のほか住 宅取得支 援な ど

新たな施 策の検討 を行うこ と。また ，２点目 として， シー ム
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宇梶幹事  

 

一木委員  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

レスな公 共交通体 系を確立 すること 。また， ３点目と して ，

公共交通 と徒歩・ 自転車な どが連携 ・共存す る施策等 を検 討

することです。 

このよ う に，都 市 計画マ ス タープ ラ ンの策 定 以後， 都 市や

拠点の集 約や地域 ，拠点間 の連携の ための様 々なハー ド， ソ

フトの施 策，事業 の実施・ 検討につ いて記載 をしたと ころ で

ございます。 

以上が 「 まちづ く りの今 後 と展開 」 でござ い ます。 本 日ご

説明いたしました「地域別構想」，「まちづくりの今後と展開」

の素案につきましては，昨年度末，平成２１年３月２６日付，

中間答申をいただきました「全体構想」と併せまして，「第２

次宇都宮 市都市計 画マスタ ープラン 」の素案 としてパ ブリ ッ

ク コ メ ン ト と し て 公 表 し て ま い り た い と 考 え て お り ま す の

で，ご審議のほど，よろしくお願いいたします。 

 

事務局からの説明が終わりました。  

委員の 皆 様，ご 意 見，ご 質 問がご ざ いまし た ら，ご 発 言を

お願いいたします。 

 

資料１ が 参考資 料 ２と一 体 になっ て 一冊に な るとい う こと

でよろしいでしょうか。 

 

その通りでございます。 

 

資料１ の ７ペー ジ にある 中 央地域 の 「人口 ・ 世帯の 推 移」

についてですが，人口，世帯数ともに横ばいになっています。

これに対 して周辺 地域は， 人口，世 帯数が伸 びている 傾向 に

あるのが 分かりま す。これ らのこと からコン パクト型 の都 市

には向か っておら ず，むし ろ拡散す る方向に 向かって いる と

いうことが読み取れます。  

もう１ つ は，資 料 １の３ ０ ページ の 「２． ネ ットワ ー ク型

コンパク トシティ の実現方 策」の中 で，周辺 地域にお ける 拠

点都市以 外の地域 での開発 規制とい うものが ないと， 今ま で

の拡散傾向に歯止めがかからないのではないかと思います。 
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その他 の 方策で は ，中心 都 市へ人 口 を誘導 す るため の 方策

やネット ワークを 進めてい くための 交通網の 整備とあ るが ，

自然にネ ットワー ク型コン パクトシ ティにな っていく とい う

ことでは ないと思 います。 拠点地域 以外の自 然豊かな 地域 を

どのよう に保護し ていくの かという 方策につ いては都 市計 画

マスタープランに入れなくてもいいのでしょうか。 

 

ネット ワ ーク型 コ ンパク ト シティ の 実現方 策 につい て です

が，資料１の３０ページをご覧ください。 

市街化 調 整区域 は ，基本 的 に開発 を 抑制す る 地域で は あり

ますが， 開発許可 制度の適 正な運用 というこ とで歯止 めを か

けながら も，集落 における 一定の人 口居住は 必要であ ると い

う考え方 を持って おります 。都市計 画的な手 法をもっ て拠 点

性を高め ，あるい は手法を 増やし， 市街化調 整区域に おい て

は開発許 可制度等 を運用す ることで ，メリハ リのつい た人 口

構成にな るような 都市構造 にしてい くという 考え方を 持っ て

おります。 

 

参考資料２の３１ページをご覧ください。 

「２． 基 本方針 」 の⑤で ， 全体構 想 の中で 方 針を謳 っ てい

ますので ，コンパ クトシテ ィについ ては，全 体構想の 中で 進

めていく というこ とになり ます。地 域別構想 の中では ，地 域

の活力維 持のため の開発と いうよう に誘導し ているの で， 全

体構想と 地域別構 想の両方 を踏まえ たうえで ご理解し てい た

だきたいと思います。 

 

必要最小 限の規模 とするよ りも ｢基 本的に開 発は認め ない ｣

とするぐ らいの積 極的なメ ッセージ を込めた 言葉を出 して い

くべきで はないか と思いま す。特に ，林業や 農業の現 状を 考

えてみる とそのま ま放置す るのでは なくて， 開発して いこ う

という行 為もある わけです から，歯 止めをか けていく には も

う少し強いメッセージを出していく必要があると思います。 

 

 



  

 
 -9- 
 

宇梶幹事  

 

 

 

 

 

 

 

 

森本議長  

 

 

宇梶幹事  

 

 

森本議長  

 

千保委員  

 

 

 

 

宇梶幹事  

 

 

 

 

千保委員  

 

 

 

宇梶幹事  

 

 

参考資料２の３１ページをご覧ください。 

「２． 基 本方針 」 の②で は ，市街 地 の拡散 に つなが る よう

な新たな 市街化区 域の拡大 は，原則 として行 わないも のと す

るとして おり，一 木委員の ご意見に 沿った形 になって いる と

思います 。具体的 な手法に ついては 先ほど申 し上げま した ，

都市計画 的な手法 などを検 討しなが ら，これ からネッ トワ ー

ク 型 コ ン パ ク ト シ テ ィ の 実 現 に 取 組 ん で い き た い と 思 い ま

す。 

 

参考資 料 ４につ い てです が ，これ も パブリ ッ クコメ ン トと

して市民に公表していくということでよろしいでしょうか。 

 

参考資 料 ４の取 り 扱いに つ いては ， パブリ ッ クコメ ン トに

出さないという考えでおります。 

 

分かりました。ありがとうございます。 

 

資料１ の １０ペ ー ジの（ ３ ）緑の ネ ットワ ー クの方 針 の中

で，公共 施設や民 有地内の 緑化を進 めるとあ りますが ，民 有

地 内 の 緑 化 と は 具 体 的 に ど の よ う に 進 め て い く の で し ょ う

か。 

 

民有地 内 の緑化 に ついて は ，敷地 内 の緑化 の 他に， 壁 面緑

化や屋上緑化等を想定しております。補足になりますが，「緑

の基本計 画」につ いては， 現在改訂 作業を進 めており ます の

で，その中で盛り込まれてくる部分もあると思います。 

 

資料１の１５ページの「３．地域整備の主要方針」の（１）

の中で鬼 怒左岸と あります が，河川 の場合の 左岸と右 岸は ど

のように決めているのでしょうか。  

 

上流を背にした時に左側が左岸，右側が右岸となります。 
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資料１ の ２９ペ ー ジの（ ３ ）の上 か ら２行 目 に定期 的 にま

ちづくり の進行状 況を把握 するとあ りますが ，具体的 にど の

ようなことをしていくのかを教えてください。 

 

都市計 画 マスタ ー プラン の 特徴と し ては， ま ちづく り の方

針を示し ていくも のですが ，計画す るだけで はなくて ，方 針

方向に従 って事業 が行われ て，きち んとした 方向に向 かっ て

いるかど うか進行 管理をし ていく必 要がある というこ とか ら

記載いたしました。 

 

補足に な ります が ，現在 国 におい て ，都市 計 画制度 の 抜本

的な見直 し検討が 行われて おり，そ の中でＰ ＤＣＡの 概念 を

都 市 計 画 に 取 り 込 む こ と に つ い て も 議 論 し て い る と こ ろ で

す。これ らのこと を見据え て，将来 的に制度 が変わっ た時 に

対応出来るようにするということが思惑としてあります。 

もう１ つ は，宇 都 宮市が 現 在行っ て いる「 宇 都宮市 道 路見

える化計 画」とい う道路整 備につい てもＰＤ ＣＡを導 入し て

いますの で，都市 計画の分 野におい てもＰＤ ＣＡとい うも の

があれば市民の為になるということから記載しております。 

 

実際に 計 画を進 め るにあ た って， Ｐ ＤＣＡ を 導入す る とい

うことはとてもいいことだと思います。 

また， こ れから 計 画を進 め ていく ス ケジュ ー ルは決 ま って

いるのですか。 

 

例えば ， 都市計 画 基礎調 査 をどの く らいの 間 隔で実 施 して

いくのか など具体 的なとこ ろになっ てくると ，まだ分 から な

いところ があるの で，今回 はこのよ うな表現 に留めて おき ま

した。 

 

参考資 料 ２の３ ６ ページ に 土地利 用 構想図 と いうも の があ

りますが ，これと 都市計画 図との整 合性はど のように なっ て

いるのですか。 
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都市計 画 図とい う ものは ， 線引き を した図 面 で，市 街 化区

域と市街 化調整区 域を表し ていて， その中の 市街化区 域内 の

用途地域 などを示 したもの です。土 地利用構 想図は， 土地 利

用の方向 性を示し たもので ，都市計 画図とは 違うもの とな っ

ております。 

 

市街化 調 整区域 に おいて は ，都市 計 画図と は 違う地 域 が指

定されているのですか。 

 

都市計画上は市街化区域と市街化調整区域だけです。  

その他 の 関連計 画 として は ，農地 法 や森林 法 などが ご ざい

ますが， 都市計画 上の規制 としては ，都市計 画図で示 し， 土

地利用としては，土地利用構想図で示しております。  

 

資料１ の ２９ペ ー ジの（ １ ）市民 協 働によ る まちづ く りの

中で，出 前講座の 開催とい うものが 記載され ています が， 一

般市民の 都市計画 に対して の関心が 薄いとい うのが現 状で あ

ります。 一般市民 が都市計 画に出会 う時は， 自分の住 宅の 建

築であっ たり，市 街化調整 区域にあ る土地を 活用した くて も

なかなか 活用出来 ない場合 であった り，建築 しようと した 時

に接道の 問題でセ ットバッ クしなけ ればいけ ない場合 など に

都市計画を認識すると思います。 

小中学 生 を対象 と した資 料 等を用 い て，出 前 講座を 行 い，

都市計画 について 小さい頃 から興味 を持って もらうこ とが 必

要だと思 います。 出前講座 を行うこ とで，都 市計画に 対す る

規制とか 制限がま ちづくり のために 必要なル ールであ ると い

うことが 分かって もらえる と思うの で，出前 講座をぜ ひ活 用

していってもらいたいと思います。  

もう一 つ は，資 料 １の２ ９ ページ の （３） 都 市計画 マ スタ

ープラン の進行管 理と見直 しの中の 最後の行 で，柔軟 に計 画

の見直し を行うと あります が，あえ て「柔軟 に」とい う言 葉

を入れる必要はないのではないか。ここでは，「必要な見直し

を行う」で良いと思います。 
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出前講 座 の件に つ いては ， 森委員 の ご発言 の とおり ， 専門

用語が出 てきて理 解するの が難しい ところな のですが ，な る

べく分か りやすい 出前講座 をやって いきたい と思って おり ま

す。また ，その出 前講座の 中で，都 市計画マ スタープ ラン の

内容についても若い人達に周知していきたいと思います。 

資料１ の ２９ペ ー ジの（ ３ ）の「 柔 軟に」 と いう部 分 につ

いては， 事務局と してはこ のような 表現をさ せていた だい て

いますが ，基本的 に社会経 済情勢の 変化に応 じて必要 であ れ

ば計画を 見直すと いうこと で理解し ておりま すので， ご議 論

の中で入 れる必要 がないと いうこと であれば ，削除も 可能 だ

と思います。 

 

出前講 座 やホー ム ページ ， 広報誌 で 都市計 画 マスタ ー プラ

ンをアピ ールして いくとい うことで すが，そ の際に「 第２ 次

宇都宮市都市計画マスタープラン」という難しい名前の下に，

若い人向 けのキャ ッチコピ ーを入れ た方が良 いのでは ない で

しょうか 。今のま までは難 しくて若 い人達に 分かって もら え

ないと思います。  

 

出前講 座 を開催 す る時ま で には， 考 えてお き たいと 思 いま

す。 

 

例えば ， 札幌市 で は，子 供 向けの 都 市計画 の あり方 に つい

て小学生 でも分か りやすい 小冊子の パンフレ ットなど を作 っ

たりして います。 札幌市以 外の自治 体でもこ のような 取組 み

を行って いる自治 体があり ますから ，実際に 出前講座 など を

開催する 時までに ，いろい ろと勉強 させてい ただき， 分か り

やすい言 葉を使っ て子供達 に教える ことが出 来るよう にな れ

れば良いなと思っております。 

 

参考資 料 ４の上 の ところ に 全体構 想 の３０ ペ ージと あ りま

すが，こ れは参考 資料２の ３０ペー ジという ことでよ ろし い

ですか。  
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その通りでございます。 

 

資料１ の ２６ペ ー ジの（ ２ ）交通 体 系の整 備 方針の 中 で，

主要な公 共公益施 設や鉄道 などの拠 点間を連 絡する新 たな 交

通手段を検討するとありますが，これはどういうことですか。

 

資料１の２８ページをご覧ください。 

地域整 備 方針図 の 薄い紫 の 破線の 部 分が新 た な交通 手 段を

検討するということでご理解をいただきたいと思います。 

 

凡例の 中 に薄い 紫 の破線 が 無いよ う なので ， これは 付 け加

えてもらえますでしょうか。 

 

付け加えることは可能だと思います。 

 

資料１ の ２８ペ ー ジの図 を 具体的 に 説明し ま すと， 各 地域

拠点と地 域自治セ ンターを 結ぶ連携 というも のを今後 目指 し

ていくイ メージ図 であり， 地域内で ネットワ ークを構 築し て

いくというようなイメージであります。 

 

この薄 い 紫の破 線 で表さ れ ている 新 しい交 通 や新た な バス

路線の導 入という ようなも のは地域 によって 文言が付 け加 え

られてお りますが ，きちん と明記し ていただ いて，場 合に よ

っては委 員のご指 摘のよう な文言を いれた方 がより分 かり や

すくなる というこ とであれ ば，文言 を修正さ せていた だく と

いうことでよろしいでしょうか。 

 

よろしくお願いします。 

 

前 回 の 都 市 計 画 審 議 会 の 時 に 交 通 網 の と こ ろ で ，「 全 地 域

を繋ぐ」という言葉を入れるということだったと思いますが，

今回それ が反映さ れていな いので， その部分 を付け加 えて ほ

しいと思います。  
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図面上 に は前回 の 各地域 を リンク さ せるよ う なもの を 入れ

てはある のですが ，言葉と して若干 抜けてい るところ もあ り

ますので，その部分を上手く加えていきたいと思っています。

 

都 市 計 画 マ ス タ ー プ ラ ン に 沿 っ た 都 市 開 発 に つ い て で す

が，先ほ ど，これ から上河 内地域が 線引きさ れるとい う話 が

ありまし た。河内 地域から 見ますと ，今，河 内地域は 線引 き

されてい ますが， 線引きが されてい ないよう な開発が 起こ さ

れている ような印 象を受け ています 。宇都宮 市の開発 行為 の

規制があ ると思い ますが， 上河内地 域が線引 きされる とい う

ことです ので，都 市全体と して規制 というも のをもう 少し 見

直す必要があるのではないかと思います。 

もう１ つ は，前 回 の都市 計 画審議 会 の時に 意 見が出 て いた

のですが ，宇都宮 市は福祉 の町宣言 というも のをして いま す

ので，そ ういった 内容のこ とをこの 都市計画 マスター プラ ン

の中に入れた方がいいと思います。  

例えば ， 交通体 系 の整備 方 針とす る 時に， 福 祉の拠 点 や施

設に行け るような 体系を確 保すると いうこと を推進し てい く

ような観点をぜひ入れていただきたいと思っています。 

 

参考資料２の４８ページをご覧ください。 

「９． 福 祉のま ち づくり の 方針」 と いう中 で ，木村 委 員の

ご発言を十分に意識した形で記述しているところです。 

もう１ つ の都市 計 画の規 制 や手法 に 関する ご 意見に つ いて

ですが， 開発許可 基準にお いて市街 化調整区 域でのネ ット ワ

ーク型コ ンパクト シティを 実現する 上で若干 課題が見 受け ら

れますの で，適切 に見直し を検討し ていきた いと考え てお り

ます。 

 

宇都宮 市 は栃木 県 の県庁 所 在地で も あるの で ，宇都 宮 市内

だけの人 口移動を 考えるの ではなく ，広域的 な視点で 考え て

いく必要があると思います。 

現状と し ては， 交 通体系 が 整備さ れ ていな い という こ とも

あって， 車中心の 交通体系 になって いるので それをど うし て
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いくのか という問 題があり ます。中 心市街地 でも午後 ７時 を

過ぎてし まうとシ ャッター が閉まっ てしまう お店が多 いと い

うのが現状です。  

車中心 社 会を前 提 にする の であれ ば ，駐車 場 の整備 や バス

交通をど うしてい くか，あ るいは新 たな交通 手段とし ては 何

が 考 え ら れ る の か と い う こ と が 課 題 と な っ て く る と 思 い ま

す。全体 的に，宇 都宮市以 外の地域 との交流 をどうす るの か

というこ とが都市 計画マス タープラ ンの中で 取組むべ き課 題

となるのではないでしょうか。 

 

参考資料２の４０ページをご覧ください。 

公共交 通 整備構 想 図をお 示 しして い ますが ， 一木委 員 から

ご発言が あったよ うな広域 的な観点 というこ とについ ても 今

後必要な 考え方と なると思 っており ます。広 域的な観 点か ら

の広域連 携交流軸 というの も都市計 画マスタ ープラン の中 で

位置づけ をさせて いただい ておりま すので， そのよう な考 え

方でご理解していただきたいと思います。 

 

参考資料２の３７ページをご覧ください。 

「１． 交 通体系 の 整備方 針 」の中 で ，宇都 宮 都市圏 の 中心

都市とし て，圏域 内外の広 域的な連 携の強化 と市街地 の円 滑

な交通処理を図ると冒頭で謳っているということと，（１）道

路ネットワーク整備では，「地域高規格道路」や「スマートイ

ンターチ ェンジ」 などが外 とのつな がりを表 しており ，全 体

構想の中で基本的には大きな謳われ方をしています。  

もう１ つ につい て は，参 考 資料２ の ４７ペ ー ジをご 覧 くだ

さい。 

「８． 環 境負荷 の 少ない ま ちづく り の方針 」 の（１ ） 環境

にやさしい交通環境への転換では，自動車交通の抑制に向け，

公共交通 網等の利 便性・快 適性の向 上を促進 するとい うよ う

な文言を 入れてい ますので ，一木委 員のご発 言の内容 に対 し

ては，全 体構想の 中で対応 している というよ うな解釈 をし て

いただきたいと思っております。 
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参考資料２の２ページについてですが，「３．計画の位置付

け」の中で，「第５次宇都宮市総合計画」と同時に，県が定め

る「都市 計画区域 の整備， 開発及び 保全の方 針」とい うも の

を背景と して都市 計画マス タープラ ンを計画 してきて いる と

いうことでよろしいでしょうか。 

 

その通りでございます。 

 

参考資 料 ２の２ ペ ージの ※ 印のと こ ろにつ い てです が ，栃

木県の方 針という ものは， 一つの市 町村を超 える広域 的な 視

点から， それぞれ のまちの 将来像を 描いて， 土地利用 のあ り

方や道路 等は交通 軸である ように広 域的な観 点から定 めら れ

ていると思います。これが最も基本的な連携となっています。

県にとど まらず， 北関東で あるとか ，清原工 業団地の 物流 が

どうなっ ているか という観 点からす ると宇都 宮市だけ では 広

域的な交 通網の整 備をする というの は出来る はずがな いと 思

います。  

 

目標年 次 として 平 成３４ 年 という こ とでこ の 都市計 画 マス

タープランを策定していますので，千保委員のご発言内容は，

さらにこ の枠を超 えるよう な，構想 としては もう少し 時間 が

かかる構 想になっ てくるの ではない かと思っ ておりま す。 当

面，この １０年間 では自動 車交通と いうのが 基本的な 考え 方

になってくるのかなと考えております。 

 

交通体 系 をこれ か らどの よ うに考 え ていく の かとい う こと

ですが， 現在の状 況からす ぐに自動 車中心社 会が変わ って い

くとは思 えません 。エネル ギーの問 題や地球 温暖化の 問題 を

大きなス タンスで 捉えれば ，このま まではい けないと いう 考

えが一方 ではある わけです から，い ずれ変わ っていか なけ れ

ばいけな いと思い ます。そ れが具体 的にいつ どう変わ るか と

いうのは全く予想出来ません。 

現実的 に ，不確 定 な状況 の 中で都 市 計画を 作 ろうと い う時

に，現在 中心とな っている 交通体系 を前提と すれば， ここ で
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青木委員  

 

 

 

 

事務局  

 

 

 

 

 

 

 

 

青木委員  

 

 

 

書かれて いるよう な未整備 の道路や ，拠点間 の道路を さら に

繋ぐため の整備を するとい う話も当 然ながら 出てくる わけ で

す。車中 心の都市 開発でや っていく けれども ，それが どこ か

で大きな 転換を向 かえるだ ろうとい う予測を しながら ，そ の

中でも予 測に反す る都市計 画をして いかなけ ればいけ ない と

いう辺りが気持ちの中で納得出来ない部分があります。 

 

非常に 難 しい部 分 になり ま すが， 我 々がこ の 審議会 で 将来

の都市像 について 議論して いるとい うことは 間違いな く事 実

となりま す。車中 心の社会 が進んで いく中で ，どのよ うに 舵

取りをし ていくの かという ことがこ こに与え られた宿 題で も

あります 。ただし ，現状の 社会を全 く無視し たような 絵柄 を

描くとい うのが非 現実的で すので， そこが議 論の一番 難し い

部分でも あります し，我々 に託され た大きな 課題であ ると 認

識しております。  

 

参考資 料 ２の３ ７ ページ の ３環状 １ ２放射 道 路網に つ いて

ですが， 大谷街道 は北西部 と中心部 を繋ぐ一 番大事な 道路 に

なってい ると思い ますが， なぜ３環 状１２放 射道路に 含ま れ

ていないのでしょうか。 

 

この３ 環 状１２ 放 射道路 と いうも の は，平 成 ８年に 策 定し

た「宇都 宮都市圏 の都市交 通マスタ ープラン 」の中で 位置 付

けられて いる１２ 放射状道 路のこと です。し かし，こ の１ ２

放射状道 路に入っ ていない からとい って，大 谷街道を 整備 す

る必要がないということではございません。  

大谷街 道 は，都 心 部地域 と 観光交 流 拠点の 大 谷を結 ぶ ネッ

トワーク 上重要な 道路にな っており ，現在は 県の方で も整 備

を進めているところでございます。  

 

昔から 宇 都宮駅 か ら西に 伸 びてい く 大谷街 道 が１２ 放 射状

道路に認 定されて おらず， さつきロ ードとい うわずか ４， ５

ｋｍの道 路が認定 されてい るという のは市民 感情とし ては 納

得出来ません。ぜひ見直してもらいたいと思います。  
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今回は 地 域別構 想 ですの で ，全体 構 想のほ う に立ち 戻 って

しまうこ とになり ます。ま た，既存 の都市交 通マスタ ープ ラ

ンで策定 されてい るものを そのまま 引用して いますの で， な

ぜ大谷街 道ではな くて，さ つきロー ドが３環 状１２放 射状 道

路に含ま れている のかとい うことに ついては ，事務局 に調 べ

てもらいたいと思います。  

 

資料１ の ２６ペ ー ジの（ ２ ）交通 体 系の整 備 方針の 中 で，

ＪＲ岡本 駅の橋上 駅舎と明 記されて いますが ，これは もう 整

備が進んでいるのですか。  

 

ＪＲ岡 本 駅につ き まして は ，拠点 の 開発と い うこと で 西口

の区画整 理事業と 合わせて 両側に広 場を連絡 する意味 も含 め

まして， 橋上化を 行う計画 がござい ます。現 在は，整 備に 向

けた調査を行っているところです。  

 

資料１ の ３０ペ ー ジの（ ３ ）人口 誘 導と公 共 交通の 活 性化

の推進方 策の展開 の中で， 公共交通 体系の確 立を行政 ，交 通

事業者， 地域が連 携して構 築してい くとあり ますが， 公共 交

通 体 系 の 確 立 に 地 域 が 行 う 部 分 は ど う い う こ と が あ り ま す

か。 

 

例えば ， 清原地 区 におい て は，地 域 内交通 と いうこ と で地

域が主体 で行なっ ているも のもあり ますので ，そうい う意 味

で地域という表現をさせていただきました。  

 

資料１ の ３０ペ ー ジで使 わ れてい る 「シー ム レス」 や 資料

１の２５ ページで 使われて いる「ス プロール 」の意味 を教 え

ていただきたいと思います。 

 

専門的 な 用語に つ いては ， 用語集 と いう形 で 添付す る 予定

でありますので，ご理解よろしくお願いします。 
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パブリ ッ クコメ ン トの期 間 につい て ですが ， スケジ ュ ール

の問題が あると思 いますが ，できる だけ期間 を長くと って 多

くの市民 の方が意 見を言い やすいよ うに工夫 してほし いと 思

います。 率直に言 うと，私 も資料に 出てくる 難しい言 葉や 文

章が難しかったりしてなかなか読み取れない状況でした。 

これか ら パブリ ッ クコメ ン トとい う ことで イ ンター ネ ット

などを用 いて資料 を市民の 方に提供 していく と思いま すが ，

一般市民 が資料を 読み込ん で意見を まとめる までには ，時 間

がかかっ てしまう と思うの で，パブ リックコ メントの 期間 を

最大限に とってい ただきた いと思い ます。ま た，パブ リッ ク

コメント を実施し ていると いう周知 も工夫し て行って いた だ

きたいと思います。 

 

パブリ ッ クコメ ン トにつ い ては， ２ 月１０ 日 から３ 月 ３日

までを予 定してお ります。 また，パ ブリック コメント の期 間

中に「地域別構想（素案）」の説明会を予定しております。各

地域１回 になりま すが，昨 年の夏に 地域別ワ ークショ ップ を

実施し， 地域ごと のまちづ くりに対 する意見 をいただ きま し

たので， それを逆 にフィー ドバック するよう な形で計 画素 案

の説明と パブリッ クコメン トの周知 も合わせ て行って いき た

いと思っております。 

 

パブリ ッ クコメ ン トの期 間 を最低 １ ヶ月と か １ヶ月 半 とす

るというのはスケジュールの問題上無理なのでしょうか。 

 

スケジ ュ ールの 問 題とい う ことも あ ります が ，最大 限 にと

らせていただくということで設定しております。 

この都 市 計画マ ス タープ ラ ンにつ き まして は ，通常 は 庁内

におきま して，計 画を最終 的に取り まとめる 時にパブ リッ ク

コメント を１回行 うという ルールに なってい ますが， 全体 構

想の時に １回パブ リックコ メントを 実施して おり，今 回を 含

め２回行 なうとい うことに なってお ります。 スケジュ ール 的

には厳し いですが ，最大限 に期間を とらせて いただく とい う

ことでよろしくお願いいたします。  
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平成３ ４ 年に向 け ての見 通 しで都 市 計画マ ス タープ ラ ンに

沿ったま ちづくり をしてい くのか， あるいは 平成３４ 年の 見

通しを違 う方向に 持ってい くための まちづく りをした いの か

ということが根本的に分かりません。 

この平 成 ３４年 の ある見 通 しに向 け たまち づ くりの た めの

都市計画 マスター プランを 策定しよ うとして いるのか ，そ れ

とも，見 通しとは 違う方向 に持って いくため の都市計 画マ ス

タープラ ンを策定 している のかとい うことが 根本的に 分か り

ません。  

 

参考資料２の１ページをご覧ください。 

「１． 策 定の趣 旨 ・目的 」 の中で ， なぜ都 市 計画マ ス ター

プランを 策定しな ければい けないの かという ことが記 述し て

あります。 

 

見通し が 示す状 態 になる と いう予 想 を踏ま え て，こ こ で掲

げる将来 都市像に なるよう なまちづ くりを行 うための ，都 市

計画マスタープランであるということでよろしいですか。 

 

そのと お りです 。 ネット ワ ーク型 コ ンパク ト シティ を 形成

し，目指 していく ために都 市計画は どうすべ きなのか とい う

ことにつ いてこの 中で書か れていま すので， そのよう にご 理

解していただきたいと思っております。 

 

現状と 将 来の状 況 を踏ま え た上で ネ ットワ ー ク型コ ン パク

トシティ を目指し ていく中 で，理念 だけを求 めていて は全 然

現実味の 無いもの になって しまいま す。今回 の都市計 画マ ス

タープラ ンは，バ ランスの 上ではこ れ以上な い，非常 にい い

ものが出 来ている と思いま す。勉強 不足の私 でも非常 に読 み

やすくな っていて ，こうい う難しい 問題を読 みやすい 形に し

てくれていると思います。  
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他にご意見ありませんでしょうか。  

それでは ，「地域 別構想（ 素案）」 につきま しては， 先ほ ど

いただい たご意見 等を十分 に踏まえ ，素案に ついて所 要の 修

正を行うようお願いいたします。 

 修正の 内容につ きまして は，委員 皆様のご 都合や， 今後 の

事務局の 作業予定 もありま すことか ら，修正 案のチェ ック を

私に一任いただけますでしょうか。  

 

異議なし  

 

事務局 は ，本日 の 審議を 踏 まえ， 今 後の作 業 を進め て いく

よう，お 願いいた します。 それでは ，これで 会議次第 「３ ．

議事」についての審議を終わります。 

 次に，会議次第「４．その他」に入ります。 

「その他」といたしまして，事務局より何かございますか。 

 

委員の皆様，ご審議ありがとうございました。 

 都市計 画マスタ ープラン のご審議 につきま して，今 後の 予

定をご説明いたします。 

 パブリ ックコメ ントを２ 月１０日 から３月 ３日まで 行う 予

定であり ます。ま た，それ と並行い たしまし て，地域 別説 明

会を２月 １８日か ら計５回 行う予定 でありま す。その 後， パ

ブリック コメント の結果の 整理を行 いまして ，３月の 中旬 か

ら下旬頃 に改めて 都市計画 審議会で 最終審議 をしてい ただ き

たいと考えております。よろしくお願いいたします。  

 

それでは，これで，「第４５回宇都宮市都市計画審議会」を

終了いたします。  

ご協力ありがとうございました。 
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